
土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
都市計画・
モノレール
課

令和６度沖縄
都市モノレール
自由通路維持
管理業務

令和6年3
月29日

105,600,000
沖縄都市モノレール株式
会社

沖縄県那覇市字安次嶺３
７７－２

第167条の２
第１項第２号

　同施設の管理はエレベーター及びエスカレー
ター（以下：EV、ESC）の運行管理があり、閉じ
込め事故等の緊急時には駅務員が迅速に対
応できる。
　また、EV、ESCの電力は沖縄都市モノレール
株式会社所有の駅舎電力設備から供給されて
おり、同社が一括して電力会社と契約するこ
と、同施設の清掃及び設備保守点検について
同社が駅舎と一括して発注することにより、電
気料および委託料を安価に抑えることを可能と
しており、経済面で見ても効果的である。
　以上の理由により、同社とは自由通路の維
持管理について覚書及び協定書を締結してお
り、契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

2
首里城復
興課

首里城公園龍
潭周辺公衆トイ
レ新築工事

令和6年1
月12日

74,690,000 有限会社　内盛産業
沖縄県沖縄市高原４－２
６－１２－２

第167条の２
第１項第８号

　一般競争入札にて、予定価格超過により不
落となったことから、入札参加者のうち再度入
札に応じる意向があった左記契約相手へ見積
依頼を行い選定した。

特命随意
契約

3
施設建築
課

開邦高校・中学
校校舎改築工
事（第２期）設
計意図伝達業
務

令和6年2
月19日

5,049,000

（有）アゴラエンジニアリ
ング・（株）有建築事務
所・（株）ハルス建築環境
設計　設計共同体

①(有)アゴラエンジニアリ
ング
②（株）有建築事務所
③（株）ハルス建築環境
設計

①沖縄県那覇市泊２丁目
６番地１　３階
②沖縄県那覇市首里大
中町1-41-3
③沖縄県那覇市銘苅１丁
目11番14号

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

　当該業務は、開邦高校・中学校校舎改築工
事（第２期）の設計意図を正確に伝えることを
目的としており、工事請負者等からの質疑等
への対応や設計意図の観点からの検討・報告
等を行う内容となっている。

　本契約の性質上、設計を担当した左記相手
方でなければ契約を履行できないことから、地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号に基
づく随意契約とする。
　また、沖縄県財務規則139条ただし書きの特
別な事情に該当することから、左記相手方１者
から見積りを徴し、契約を締結。

・債務によ
る複数年
契約

・特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

4
施設建築
課

玉城青少年の
家解体工事監
理業務

令和6年2
月26日

3,190,000 （有）設計集団閃
沖縄県那覇市泊２丁目１
番地の10

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

　本業務は、玉城青少年の家の解体工事に係
る監理業務である。

　今回解体予定のある敷地は高低差のある敷
地となっており、工事施工においては安全性へ
の配慮が必要となっている。
　また、解体工事エリアに隣接して児童が主に
利用する研修所があり、施設を運営しながらの
工事となるため、設計段階では予期し得ぬ事
態が発生した場合は、迅速かつ適切な対応が
求められることとなる。

　以上のことから、解体工事の対象となる施設
において構造上、施設利用形態上の制約があ
ると判断される。

　左記相手方は解体工事の実施設計業務を担
当しており、現場の状況を十分に把握し、業務
内容に精通していることから、工事における的
確な指示及び不測の事態等発生時には迅速
な対応が期待でき、工事の確実で円滑な進捗
が図れるものと思慮される。

　以上のことから、地方自治法施行令第167条
の２第１項第2号に基づく随意契約とする。
　また、沖縄県財務規則第139条第1項ただし
書きの特別な事情に該当することから、左記相
手方１者から見積りを徴し、契約を締結。

・特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

5
施設建築
課

八重山農林高
校普通教室棟
改築工事（解
体）監理業務

令和6年3
月7日

2,508,000 （株）エー・アール・ジー
沖縄県浦添市大平２丁目
19番11号

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

　本業務は、八重山農林高校普通教室棟の解
体工事に係る監理業務である。

　本工事は、学校施設を運用しながらの解体
工事となっており、設計段階では予期し得ぬ事
態が発生した場合は、迅速かつ適切な対応が
求められることとなる。
　以上のことから、解体工事の対象となる施設
において構造上、施設利用形態上の制約があ
る。

　左記相手方は校舎の基本・実施設計業務及
び解体工事の実施設計業務を担当しており、
現場の状況を十分に把握し、業務内容に精通
していることから、工事における的確な指示及
び不測の事態等発生時には迅速な対応が期
待でき、工事の確実で円滑な進捗が図れるも
のと思慮される。

　以上のことから、地方自治法施行令第167条
の２第１項第2号に基づく随意契約とする。
　また、沖縄県財務規則第139条第1項ただし
書きの特別な事情に該当することから、左記相
手方１者から見積もり徴し、契約を締結。

・特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

6
施設建築
課

久米島高校特
別教室棟改築
工事

令和6年3
月29日

375,100,000 久米建設（株）
沖縄県島尻郡久米島町
字大田５６５

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第８号

　本工事は、以下のとおり、入札不調、不落と
なった経緯がある。

令和６年３月５日　一般競争入札（建築工事、
沖縄県内、特Ａ等級又はＡ等級）
１回目入札で１者中１者が予定価格超過、
２回目入札で１者中１者が予定価格超過、
３回目入札で１者中１者が予定価格超過とな
り、予定価格範囲内の入札がないため取りや
め。

　以上により、再度の入札に付し落札者がいな
かったことから、地方自治法施行令第167条の
２第１項第８号の規定に基づき、再度の入札に
おいて最低額を入札した左記相手方から見積
りを徴し、随意契約を締結。

・債務によ
る複数年
契約

・特命随意
契約

7
施設建築
課

名護高校附属
桜中学校屋内
運動場新築工
事（設備）

令和6年3
月29日

52,690,000 （有）仲建工業
沖縄県国頭郡本部町字
健堅129番地

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第８号

　本工事は、以下のとおり、入札不調、不落と
なった経緯がある。

令和６年３月５日　一般競争入札（電気工事、
北部管内、Ａ等級）
１回目入札で４者中１者が予定価格超過、３者
が最低制限価格未満、
２回目入札で１者中１者が予定価格超過、
３回目入札で１者中１者が予定価格超過とな
り、予定価格範囲内の入札がないため取りや
め。

　以上により、再度の入札に付し落札者がいな
かったことから、地方自治法施行令第167条の
２第１項第８号の規定に基づき、再度の入札に
おいて最低額を入札した左記相手方から見積
りを徴し、随意契約を締結。

・債務によ
る複数年
契約

・特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

9
北部土木
事務所

令和６年度　性
能規定型道路
除草等業務委
託（北部管内）

令和6年3
月29日

29,348,000 北部造園土木（株）
沖縄県宜野座村字惣慶
1514

第167条の２
第１項第２号

本業務は、良好な沿道景観の形成に向けて、
民間事業者の有するノウハウや創意工夫によ
り除草作業の効率化や美観維持を図るため、
性能規定型の植栽維持業務を試行するもので
あり、企画競争型随意契約とした。
参加を公募したところ１者から応募があり、技
術提案内容等を選定委員会において審査した
ところ、左記の者の提案が最も優れており、受
託者として適当であると認められたため、契約
の相手方として選定した。

プロポー
ザル方式

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第８号

　本工事は、以下のとおり、入札不調、不落と
なった経緯がある。

令和６年１月31日　一般競争入札（管工事、八
重山土木事務所管内、代表構成員Ａ等級）
１回目入札で１者中１者が最低制限価格未満
のため全者失格となり、入札取りやめ。

令和６年３月７日　一般競争入札（管工事、沖
縄内、代表構成員Ａ等級）
１回目入札で２者中２者が予定価格超過、
２回目入札で２者中２者が予定価格超過、
３回目入札で２者中２者が予定価格超過とな
り、予定価格範囲内の入札がないため取りや
め。

　当該工事は、建築、電気、機械に分離発注し
た３年債務予算で発注しており、本工事を除く
関連工事はすでに契約手続き中である。本工
事を本年度内に契約できない場合は、関連工
事を中止しなければならず、事業全体のスケ
ジュールに大幅な遅れが生じることになるた
め、次回の公告入札手続きを行う時間的余裕
がない。

・債務によ
る複数年
契約

・特命随意
契約

8
施設建築
課

県営新川団地
建替工事（第４
期・機械）

令和6年3
月29日

176,996,100

（株）日建興業・(有)東洋
工業　特定建設工事共同
企業体

①（株）日建興業
②(有)東洋工業

①沖縄県石垣市字新川
2460の16
②沖縄県石垣市字大川
1367番地の１



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

10
北部土木
事務所

北部管内植栽
管理業務委託
（R6-2）

令和6年3
月27日

4,666,200 社会福祉法人　豊饒会
本部町字渡久地493番地
の1

第167条の２
第１項第３号

　当該団体は、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律 第五条第
十一項 に規定する障害者支援施設、同条第
一項 に規定する障害福祉サービス事業を行う
施設に該当し、過去の業務実績もあることか
ら、障害者の就労支援を目的として契約の相
手方として選定した(障害者福祉施設では当会
のみ参加要請があった)。

特命随意
契約

11
北部土木
事務所

北部管内植栽
管理業務委託
（R6-3）

令和6年3
月27日

2,390,850
公益社団法人　名護市シ
ルバー人材センター

名護市大中二丁目12番1
号

第167条の２
第１項第３号

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
第５条に基づき、地方自治体は高齢者等への
就業の機会の確保のために必要な施策を推
進するよう努めなければならない、とあり、過
年度の実績もあり、過去の業務実績もあること
から、契約の相手方として選定した(同法で規
定されたシルバー人材センターは北部管内で
は名護市シルバー人材センターのみ)。

特命随意
契約

12
北部土木
事務所

業務用車両等
賃貸借契約

令和6年2
月26日

1,343,232
株式会社　しんれんリー
ス

那覇市久茂地３丁目２番
２号

第167条の２
第１項第６号

本契約は、車両の再リース契約であり、現に
リース契約を行っている業者以外との契約が
できないため、契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

13
中部土木
事務所

県道２０号線
（泡瀬工区）橋
梁整備工事（桁
製作設備損料
その８）

3月25日 46,948,000
コーアツ工業（株）・沖縄
ピーシー（株）ＪＶ

①沖縄県浦添市宮城2丁
目17番2号

②沖縄県沖縄市海邦町３
番地27

第167条の2
第1項第2号

桁製作設備は事業完了まで全セグメントを製
作するために必要な設備であり、本橋梁建設
のために製作した特殊仕様となっている。
　本工事は、セグメント製作のための機械経費
について、設備を設置したコーアツ工業・沖縄
ピーシー（株）ＪＶと継続して契約しなければな
らない。
　上記の理由により、当該業務の性質が、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に規
定する競争入札に適さないものに該当し、コー
アツ工業（株）・沖縄ピーシー（株）ＪＶと随意契
約を行った。

特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

14
中部土木
事務所

砂防事業等技
術審査支援業
務委託（Ｒ５－
１）

2月13日 1,353,000
（公財）沖縄県建設技術
センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の2
第1項第2号

技術審査支援業務は「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」に基づき実施する総合評
価方式において、競争参加資格確認申請書の
審査を行う業務である。
本業務の申請書の審査にあっては、合理的か
つ公平・公正な技術審査を実施し、競争参加
者が同じ条件の下で評価される必要がある。
このため、工事受注者等と利害関係のない独
立した機関において業務を実施する必要があ
り、競争入札に適さない。
（公財）沖縄県建設技術センターは、社会資本
整備などへの支援により県民福祉の増進に寄
与することを目的として、沖縄県及び市町村の
出捐により設立されており、十分な知識・経験
を有する職員が配置され、法令順守及び秘密
の保持を確保できる体制が整備されていること
から、随意契約を締結した。

特命随意
契約

15
中部土木
事務所

港湾事業等技
術審査支援業
務委託（Ｒ５－
１）

2月14日 979,000
（公財）沖縄県建設技術
センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の2
第1項第2号

技術審査支援業務は「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」に基づき実施する総合評
価方式において、競争参加資格確認申請書の
審査を行う業務である。
本業務の申請書の審査にあっては、合理的か
つ公平・公正な技術審査を実施し、競争参加
者が同じ条件の下で評価される必要がある。
このため、工事受注者等と利害関係のない独
立した機関において業務を実施する必要があ
り、競争入札に適さない。
（公財）沖縄県建設技術センターは、社会資本
整備などへの支援により県民福祉の増進に寄
与することを目的として、沖縄県及び市町村の
出捐により設立されており、十分な知識・経験
を有する職員が配置され、法令順守及び秘密
の保持を確保できる体制が整備されていること
から、随意契約を締結した。

特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

16
中部土木
事務所

中城湾港（新港
地区）風向風速
計観測システ
ム保守点検業
務委託（Ｒ６）

3月29日 3,630,000 （株）琉電コントロール
沖縄県宜野湾市我如古４
２２－１

第167条の2
第1項第2号

本業務で保守点検する風向・風速計は新港地
区へ寄港する貨物船やクルーズ船の航行安
全対策について検討された「中城湾港大型客
船入出港に伴う航行安全対策調査専門委員
会」において設置が求められ令和元年５月に
設置された機器である。
観測された情報はPCやスマートフォン等のweb
上に提供されるシステムになっており、正確・
確実な情報を提供するために年４回及び台風
等の荒天時後に観測機器の保守点検をする
必要がある。
風向風速計は気象庁の検定（５年毎）を受けた
精密な機器であり、保守点検に必要な特別な
ノウハウ（点検機器の保有を含む）を有してい
なければならｒない。特に令和６年度は設置か
ら５年を経過していることから検定を受ける必
要がある。また、台風通過後に迅速なメンテナ
ンス対応ができる者でなければならない。
当該業者は沖縄気象台や空港及び港湾等の
風向風速計機器の保守点検業務を実施してい
る県内唯一の者であることから、随意契約を締
結した。

特命随意
契約

17
中部土木
事務所

天願川可動堰
の操作等に関
する委託業務
（Ｒ６）

3月28日 649,000 うるま市
沖縄県うるま市みどり町
１－１－１

第167条の2
第1項第2号

本業務は天願川可動堰の操作に関する委託
業務である。
河川法第99条第１項において「河川管理者
は、特に必要があると認めるときは、政令で定
める河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を関係地
方公共団体又は当該事項を適切かつ確実に
実施することができると認められる者として国
土交通省令で定める要件に該当するものに委
託することができる。」とされている。
本業務の対象施設である天願川可動堰は、利
水と治水を行う設備としてうるま市赤野の天願
川下流に設置されていることから、地方自治法
施行令第167条の２第１項第２号により、地方
自治体で令和５年度までの操作委託の実績が
あるうるま市と締結した。

特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

18
中部土木
事務所

幸地インター線
総合的技術支
援業務委託（Ｒ
５－４）

3月28日 18,337,000
（公財）沖縄県建設技術
センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の2
第1項第2号

本業務は、「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」に基づき本事務所が発注する工事
について、工事監督代行業務及び積算代行業
務を実施するものであり、発注者の責務である
発注関係事務の適切な実施を品確法に基づき
総合的に支援する業務である。
本業務は、幸地インター線における総合的技
術支援業務であり、対象とする工事が大規模
で、高度な技術的判断を必要とし、また迅速な
対応が要求されるものである。また、工事受注
者が不当に利益を得ることやが逆に不利益を
被ることがないよう、工事発注者の立場として
厳正に業務を実施する必要がある。
（公財）沖縄県建設技術センターは、社会資本
整備などへの支援により県民福祉の増進に寄
与することを目的として、沖縄県及び市町村の
出捐により設立されており、十分な知識・経験
を有する職員が配置され、法令順守及び秘密
の保持を確保できる体制が整備されている。
実績・中立性・公平性の観点から本業務の実
施において建設技術センターに代わる者はい
ないことから、地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号に基づき、随意契約を締結した。

特命随意
契約

19
中部土木
事務所

維持管理事業
技術審査支援
業務委託（Ｒ５）

令和6年1
月10日

605,000
公益財団法人沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第2号

本業務は、「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」に基づく総合評価落札方式による発
注関係事務（技術審査）である。本業務の内容
は、発注資料作成［公告文（案）、入札説明書
（案）］及び入札参加者から提出される技術資
料の分析・整理、ヒアリング（記録作成であり、
発注・入札情報に接することとなる。
（公財）沖縄県建設技術センターは、建設事業
の復興発展に寄与することを目的として、沖縄
県及び市町村の出損により設立されて財団で
ある。このような趣旨で設立された（公財）沖縄
県建設技術センターは、十分な知識・経験を有
する職員が配置され、法令遵守及び秘密の保
持を確保できる体制が整備されていることか
ら、発注関係事務を公正に行う条件を備えて
いるため、地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号に基づき、随意契約を締結した。

特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

20
中部土木
事務所

橋梁補修事業
技術審査支援
業務委託（Ｒ５）

令和6年1
月18日

572,000
公益財団法人沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第2号

本業務は、「公共工事の品質確保の促進に関
する法律」に基づく創業評価落札方式による伊
計平良川線平安座海中大橋補修工事（Ｒ５）の
発注関係事務（技術審査）である。本業務の内
容は、発注資料作成及び入札参加者から提出
される技術資料の分析・整理であり、発注工事
情報に接することとなるため、建設コンサルタ
ント等を対象とした競争入札には適さないこと
から、地方自治法施行令第167条の２第１項第
２号に基づき、随意契約を締結した。

特命随意
契約

21
中部土木
事務所

公園事業等技
術審査支援業
務委託（Ｒ５－
１）

令和6年2
月1日

1,650,000
公益財団法人沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第2号

技術審査支援業務は「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」に基づき実施する総合評
価方式において、競争参加資格確認申請書の
審査を行う業務である。
本業務の申請書の審査にあっては、合理的か
つ公平・公正な技術審査を実施し、競争参加
者が同じ条件の下で評価される必要がある。
このため、工事受注者等と利害関係のない独
立した機関において業務を実施する必要があ
り、競争入札に適さない。
（公財）沖縄県建設技術センターは、社会資本
整備などへの支援により県民福祉の増進に寄
与することを目的として、沖縄県及び市町村の
出捐により設立されており、十分な知識・経験
を有する職員が配置され、法令順守及び秘密
の保持を確保できる体制が整備されていること
から、随意契約を締結した。

特命随意
契約



土木建築部における随意契約の実績　　（令和５年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

22
中部土木
事務所

道路事業技術
審査支援業務
委託（Ｒ５－２）

令和6年2
月13日

913,000
公益財団法人沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の２
第１項第2号

技術審査支援業務は「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」に基づき実施する総合評
価方式において、競争参加資格確認申請書の
審査を行う業務である。
本業務の申請書の審査にあっては、合理的か
つ公平・公正な技術審査を実施し、競争参加
者が同じ条件の下で評価される必要がある。
このため、工事受注者等と利害関係のない独
立した機関において業務を実施する必要があ
り、競争入札に適さない。
（公財）沖縄県建設技術センターは、社会資本
整備などへの支援により県民福祉の増進に寄
与することを目的として、沖縄県及び市町村の
出捐により設立されており、十分な知識・経験
を有する職員が配置され、法令順守及び秘密
の保持を確保できる体制が整備されていること
から、随意契約を締結した。

特命随意
契約

23
宮古土木
事務所

道路事業技術
審査支援業務
委託（Ｒ５ー２）

令和6年1
月10日

1,793,000
公益財団法人　沖縄県建
設技術センター

沖縄県那覇市寄宮１－７
－１３

第167条の2
第1項第2号

　本業務は、「公共工事の品質確保の促進に
関する法律」に基づく総合評価落札方式による
発注関係事務（技術審査）であり、発注・入札
情報に接することとなるため、工事受注者等と
利害関係がない独立した機関において業務を
実施する必要があり競争入札に適さない業務
である。
　（公財）沖縄県建設技術センターは社会資本
整備等への支援により県民福祉の増進に寄与
することを目的として、県市町村の出捐により
設立されており、民間事業者との利害関係が
無い独立した機関である。
　センターは競争参加者の技術情報を適切に
管理し、公正・中立な立場で総合評価の技術
審査を行える唯一の機関であり、現状では他
に代わる者はいないことから、センターと随意
契約を締結するものである。

特命随意
契約


